
「生しいたけ」の原産地は、原木又は菌床培地に種菌を植え付けた場所（植菌地）を記載します（原産地の根
拠を示す資料を保管することが必要です）。　
◆植菌地（A県）と採取地（愛媛県）が異なる場合の表示例（菌床栽培）
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 （商品説明）A県で植菌した菌床を用いて、愛媛

県において管理・採取を行いました。

※任意で「採取地」を表示する際は、「原産地」に隣接した箇所に表示します。
　また、表示に用いる文字について、同色及び同等程度の大きさで表示します。

◆原木栽培されたものには「原木」、菌床栽培されたものには「菌床」と記載します。また、原木栽培と菌床
　栽培を混合した場合は、重量の割合の高い順に「原木・菌床」または「菌床・原木」と記載します。
※「原木栽培」とは、クヌギ、コナラ等の原木に種菌を植え付ける栽培方法、「菌床栽培」とは、おが屑にふすま、ぬ
　か類、水等を混合してブロック状、円筒状等に固めた培地に種菌を植え付ける栽培方法です。


